
◇大阪府監察医事務所 

１．施設 

土地   705.55㎡  建物 ２階建て 延べ 678.89㎡ 

昭和 36年築 平成 2年 監察医事務所として改装 

平成 19年度 耐震診断済 

 

２．設備 

・解剖台２台＋ストレッチャー６台 

・排気 天井に HEPAフィルタ付換気扇２台 

・毒薬物化学検査機器 

 ガスクロマトグラフ質量分析計、高速液体クロマトグラフ他 

・病理組織検査機器 

 パラフィン溶融器、自動包埋装置、リトラトーム他 

※検査の一部（インスリン、血中ミオグロビン、尿中ミオグロビン、CRP、HbA1c等）は外部委託で実施 

 

３．職員体制（365日対応） 

 １）所長   非常勤（平日９時から１２時） 

 ２）監察医  非常勤４３名（所長含む）（平成 29年 9月 1日現在） 

所属先(住所）大阪府内：１６名（法医学教室所属 10名） 

       近畿圏内：１２名（法医学教室所属 ８名） 

       その他 ：１５名（長崎大学等１５施設） 

 ３）常勤職員 事務職３名 技術職６名（解剖助手１名、臨床検査技師５名） 

 

４．解剖をする基準 

 ・検案した各監察医の判断による 

 

５．解剖についての遺族からの承諾・遺族への説明 

 ・監察医解剖は、承諾を得る必要がないので、ご遺族の承諾は取っていないが、解剖する旨は警察から説明。 

第１回大阪府死因調査等協議会 
参考資料２ 



 

６．検体 

 ・監察医が必要と判断した場合、心臓血を採血し、－25度で全血保存（保存期間 1年） 

 

７．平成 27年の検案数及び解剖数 

 ・検案数：４，４４０体 

 ・解剖数：１，１３４体（解剖率：２５．５％） 

 

８．平成 29年度予算 

 ・８２，７７７千円 


